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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
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【手続補正書】
【提出日】令和2年10月23日(2020.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蝸牛シナプトパチーまたは前庭シナプトパチーを患う対象における、シナプス形成およ
び／または神経突起形成を増強するための方法に用いられる医薬組成物であって、有効量
の２，４－ジスルホニルα－フェニル三級ブチルニトロン（２，４－ＤＳＰＢＮ）または
薬学的に許容されるその塩を含む医薬組成物。
【請求項２】
　薬学的に許容される担体をさらに含む、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　経口投与、静脈内投与、皮下（ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓｌｙ）投与、舌下投与、皮下
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（ｓｕｂｄｅｒｍａｌｌｙ）投与、髄腔内投与、吸入により投与、または耳内に局所投与
される、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　Ｎ－アセチルシステイン、アセチル－Ｌ－カルニチン、グルタチオンモノエチルエステ
ル、エブセレン、Ｄ－メチオニン、カルバマチオン、およびＳｚｅｔｏ－Ｓｃｈｉｌｌｅ
ｒペプチド、ならびにこれらの機能的な類似体からなる群から選択される、１または複数
の化合物をさらに含む、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　Ｎ－アセチルシステインをさらに含む、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　対象が、慢性聴覚損傷または慢性難聴を患う、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　慢性聴覚損傷または慢性難聴が、老化により引き起こされたものである、請求項６に記
載の医薬組成物。
【請求項８】
　慢性聴覚損傷または慢性難聴が、急性または慢性の、爆音または騒音への曝露により引
き起こされたものである、請求項６に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　爆音または騒音への曝露の、少なくとも１カ月後において、対象へと投与される、請求
項８に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　爆音または騒音への曝露の、少なくとも１年後において、対象へと投与される、請求項
８に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　慢性聴覚損傷または慢性難聴が、感染により引き起こされたものである、請求項６に記
載の医薬組成物。
【請求項１２】
　感染の、少なくとも１カ月後において、対象へと投与される、請求項１１に記載の医薬
組成物。
【請求項１３】
　感染の、少なくとも１年後において、対象へと投与される、請求項１１に記載の医薬組
成物。
【請求項１４】
　慢性聴覚損傷または慢性難聴が、毒素への曝露により引き起こされたものである、請求
項６に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　毒素への曝露の、少なくとも１カ月後において、対象へと投与される、請求項１４に記
載の医薬組成物。
【請求項１６】
　毒素への曝露の、少なくとも１年後において、対象へと投与される、請求項１４に記載
の医薬組成物。
【請求項１７】
　対象がまた、耳鳴りも患う、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　対象がまた、聴覚過敏も患う、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１９】
　対象がまた、老人性難聴も患う、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項２０】
　対象がまた、平衡障害またはシナプス喪失を伴うメニエール病も患う、請求項１に記載
の医薬組成物。
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【請求項２１】
　対象における蝸牛神経突起または前庭神経突起の再生を増強する、請求項１に記載の医
薬組成物。
【請求項２２】
　対象における内有毛細胞上の、生存神経接合の数を増大させる、請求項１に記載の医薬
組成物。
【請求項２３】
　対象におけるコルチ器の、トノトピー領域内のシナプスの数を増大させる、請求項１に
記載の医薬組成物。
【請求項２４】
　対象が、蝸牛有毛細胞または前庭有毛細胞の実質的な喪失を患っていない、請求項１に
記載の医薬組成物。
【請求項２５】
　対象が、蝸牛有毛細胞または前庭有毛細胞の実質的な喪失を患っている、請求項１に記
載の医薬組成物。
【請求項２６】
　聴覚損傷または難聴の、少なくとも１カ月後において、対象へと投与される、請求項１
に記載の医薬組成物。
【請求項２７】
　聴覚損傷または難聴の、少なくとも１年後において、対象へと投与される、請求項１に
記載の医薬組成物。
【請求項２８】
　対象における、神経変性を低減するための方法に用いられる医薬組成物であって、有効
量の２，４－ジスルホニルα－フェニル三級ブチルニトロン（２，４－ＤＳＰＢＮ）また
は薬学的に許容されるその塩を含む医薬組成物。
【請求項２９】
　対象における、タウタンパク質の蓄積を低減するための方法に用いられる医薬組成物で
あって、有効量の２，４－ジスルホニルα－フェニル三級ブチルニトロン（２，４－ＤＳ
ＰＢＮ）または薬学的に許容されるその塩を含む医薬組成物。
【請求項３０】
　中枢神経系の疾患または状態を患う対象における、シナプス形成および神経突起形成を
増強するための方法に用いられる医薬組成物であって、有効量の２，４－ジスルホニルα
－フェニル三級ブチルニトロン（２，４－ＤＳＰＢＮ）または薬学的に許容されるその塩
を含む医薬組成物。


	header
	written-amendment

